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河川保全区域 

河川区域側 

住之江工場側 

※図面の上側は組合が使用している土地ではあるが、河川区域となっており、そこからさらに工場寄りの部分については河川保全区域

となっている。工事にあたっては、河川管理者との調整のうえで、設計・施工を行う必要がある。 
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